
が移転します 「カンガルーのお部
屋」

「カンガルーのお部
屋」 

（子育て支援セン
ター） 

「カンガルーのお部
屋」 

（子育て支援セン
ター） 

　利用者の増加に伴い、活動スペースや駐車場を拡

充するため、カンガルーのお部屋を移転します。 

移 転 先　（財）奥越地域地場産業振興支援センター

2階　和室 

供用開始　8月23日（月）午前9時30分～ 

開館時間　平日の午前9時30分～午後3時30分 

（ただし、電話対応は午前8時30分～午

後5時30分） 

【カンガルーのお部屋で行っていること】 

　親子遊び、育児講座、食育・発育に関する講習会、

絵本の読み聞かせ、自然体験活動、保育園・幼稚園

体験など 

子育て支援センター（187‐3830） 問 

子
ど
も
医
療
費

医
療
費
（
乳
幼
児
医
療
費

乳
幼
児
医
療
費
）
制
度
制
度
が
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拡
大
さ
れ
ま
す
 

子
ど
も
医
療
費
（
乳
幼
児
医
療
費
）
制
度
が
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拡
大
さ
れ
ま
す
 

福
祉
・
児
童
課（
1

８７
‐
0
7
7
7
） 

問 

区　　　　　　　分 1医療機関あたりの自己負担分の額 

満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子ども 

なし 

1日につき500円（ただし、1か月につき
4,000円を限度とする） 

1か月につき500円（ただし、1か月の一部
負担金が500円に満たない額のときは当該
額とする） 

1か月につき10,000円（ただし、1か月の
一部負担金が10,000円に満たない額のと
きは、当該額とする） 

満6歳に達する日以後の最初の
3月31日翌日から満12歳に達
する日以後の最初の3月31日
までの間にある子ども 

入院の場合 

入院以外の
場合 

入院・入院
以外の場合 

満6歳に達する日以後の最初の
3月31日翌日から満15歳に達
する日以後の最初の3月31日
までの間にある子ども 

就学前 

小学生 

中学生 

こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
！

こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
！
 

こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
！
 

熱
中
症
に
 

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
 

熱
中
症
に
 

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
 

熱
中
症
に
 

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
 

     　
今
年
の
夏
は
暑
い
日
が
続
き
、
全
国
的
に

熱
中
症
に
か
か
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す

の
で
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
特
に
高
齢
者
や

子
ど
も
、
高
温
環
境
下
で
の
労
働
や
運
動
時

は
熱
中
症
に
な
り
や
す
い
の
で
、
注
意
が
必

要
で
す
。 

熱
中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
！
 

1
．
炎
天
下
や
非
常
に
暑
い
場
所
で
の
長
時

間
の
作
業
や
ス
ポ
ー
ツ
は
避
け
ま
し
ょ
う
。 

2
．
こ
ま
め
に
水
分
（
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク

な
ど
）
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。 

3
．
体
調
が
悪
い
と
き
は
無
理
を
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

4
．
こ
ま
め
に
休
憩
を
と
り
ま
し
ょ
う
。
 

5
．
外
出
時
は
帽
子
を
か
ぶ
る
、
日
傘
を
さ

す
な
ど
、
直
接
日
光
に
当
た
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 

 暑
さ
の
中
で
 

　
　
少
し
で
も
体
調
不
良
を
感
じ
た
ら
 

１
．
無
理
を
せ
ず
、
風
通
し
の
よ
い
日
陰
や
、

冷
房
の
効
い
た
所
に
移
動
し
ま
し
ょ
う
。 

2
．
衣
類
を
ゆ
る
め
て
、
冷
た
い
水
で
冷
や

し
た
タ
オ
ル
な
ど
を
脇
の
下
や
足
の
付
け

根
に
置
き
、
体
を
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。
 

3
．
水
分
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。
 

4
．
早
め
に
医
療
機
関
で
受
診
し
ま
し
ょ
う
。 

健
康
長
寿
課（
1

８７
‐
0
8
8
8
） 

問 

広報かつやま8月号 No.669 4 広報かつやま8月号 No.6695

第5次勝山市総合計画策定進捗状況 
市内10地区で地区別座談会を開催 市内10地区で地区別座談会を開催 

○基幹産業である農業振興を重点的に進めるべ

きである。 

○経済効果をもたらすような観光政策が必要 

○高齢化社会における区のあり方についてしっ

かり考えてほしい。 

○流雪溝をきめ細かく整備してほしい。 

○転出した人が、勝山市に戻って来られるよう

な施策が必要 

○小学校の再編については地域の保護者の意見

を十分聞いてほしい。 

○学校再編に伴い、必要となるスクールバスの

運行体制をしっかりしてほしい。 

○地域の特色を生かした学校のあり方があって

もよいと思う。　　　　　　　　　　　など 

※地区別座談会の内容は、勝山市ホームページ

に順次掲載しています。 

地区別座談会における 
おもなご意見・ご提案 

　市では、第5次勝山市総合計画策定に対する市の基本的な

考え方・方向性について、さまざまな観点から市民の皆さま

のご意見・ご提案をお聞きしています。 

　7月4日～8月6日には、市内10地区において地区別座

談会を開催しました。 

　座談会では、総合計画策定の基本理念および市民アンケー

トの結果をふまえた施策の方向性、さらには地域コミュニテ

ィのあり方や小中学校再編、新体育館建設に関する現時点で

の市の素案をお示しして、参加された皆さまから多くのご提

案をいただきました。 

　また、地区独自の課題に関するさまざまなご意見もお聞き

しました。 

　今後も、さまざま

な機会を捉えながら

これからのまちづく

りに関する市民の皆

さまのご意見・ご提

案をお聞きし、策定

中の総合計画に反映

していきます。 

あなたの声をお聞かせください！ 

◎対象　小中学校ＰＴＡ保護者 
　　　　幼稚園・保育園保護者、未就学児の保護者 

※チャイルドルームを完備しています！（中学校区別を除く） 
　お子様連れのかたも気軽にご参加ください。(事前予約必要)

総合計画に関するご意見・ご提案をお寄せください。 

－勝山市小中学校の再編について考える会（校区別座談会）－ －勝山市小中学校の再編について考える会（校区別座談会）－ 
　
小
中
学
校
再
編
に
つ
い
て
、
特
に
関
係
の
深
い
児
童
生
徒

お
よ
び
今
後
小
学
校
に
入
る
お
子
様
の
保
護
者
の
皆
さ
ん
を

対
象
に
し
た
「
勝
山
市
小
中
学
校
の
再
編
を
考
え
る
会
」（
校

区
別
座
談
会
）
を
、
次
の
日
程
で
開
催
し
て
い
ま
す
。 

　
考
え
る
会
で
は
、
市
が
お
示
し
し
て
い
る
小
中
学
校
再
編

に
関
す
る
素
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
・
ご
提
案

を
い
た
だ
き
、
再
編
の
よ
り
良
い
方
向
性
を
見
出
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

　
た
く
さ
ん
の
ご
参
加
と
活
発
な
ご
発
言
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。 

未来創造課（188‐1115） 問 

教
育
総
務
課（
1

８８
‐
8
1
1
1
） 

問 

開　催　日 校　　区 

7月30日（金） 

8月 4日（水） 

8月10日（火） 

8月11日（水） 

8月12日（木） 

8月18日（水） 

8月19日（木） 

8月24日（火） 

8月25日（水） 

8月26日（木） 

8月27日（金） 

8月30日（月） 

PM7:00～ 

PM7:30～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

PM7:00～ 

成 器 南 小 学 校  

平 泉 寺 小 学 校  

成 器 西 小 学 校  

北 郷 小 学 校  

勝山中部中学校 

勝山南部中学校 

勝山北部中学校 

鹿 谷 小 学 校  

三 室 小 学 校  

荒 土 小 学 校  

野 向 小 学 校  

村 岡 小 学 校  

成 器 南 小 学 校  

平 泉 寺 小 学 校  

成 器 西 小 学 校  

北 郷 小 学 校  

勝山中部中学校 

勝山南部中学校 

勝山北部中学校 

鹿 谷 小 学 校  

三 室 小 学 校  

荒 土 小 学 校  

野 向 小 学 校  

村 岡 小 学 校  

場　　所 時　　間 

子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る

た
め
、
平
成
２２
年
１０
月
１
日
診
療
分
か
ら

こ
れ
ま
で
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の

対
象
者
が
拡
大
さ
れ
、
子
ど
も
医
療
費
助

成
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

対
　
象
▼
中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童
・
生

徒
（
た
だ
し
、
年
齢
に
応
じ
て
下
表
の

自
己
負
担
が
か
か
り
ま
す
）

所
得
制
限
▼
な
し
　

申
　
請
▼
平
成
7
年
4
月
2
日
〜
平
成
１６

年
4
月
１
日
生
ま
れ
の
か
た
は
申
請
が

必
要
で
す
。
な
お
、
対
象
者
と
な
る
か

た
に
は
8
月
中
旬
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。
新
生
児
に
つ
い
て
は
、
出
生
届

提
出
時
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
乳
幼
児
医
療
費
の
受
給
対
象
の

場
合
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

臨
時
窓
口
の
設
置

と
　
き
▼
8
月
２４
日
（
火
）
〜
２６
日
（
木
）

午
前
8
時
４５
分
〜
午
後
7
時

と
こ
ろ
▼
す
こ
や
か
　
3
番
入
口


